
申請受付は2026年12月28日(月)まで



※加算の対象となる子どもとは、15歳以下の子ども（中学生相当年齢）となります。

※中古住宅は、上記金額の1/2（空き家バンク登録済み物件）、又は1/3（空き家バンク未登録物件）となります。

※予算がなくなり次第、終了します。


